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2
輪
車（
バ
イ
ク
）、
軽
自
動
車

な
ど
の
廃
車
、
名
義
変
更
の

申
告
は
3
月
31
日
ま
で
に

　

2
輪
車（
バ
イ
ク
）、
軽
自
動
車
、

ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
廃
車
や
譲
渡

し
た
場
合
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1

日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
既
に
廃
車
や
譲
渡
を
し
て
い

て
も
、
3
月
31
日
ま
で
に
申
告
を

し
な
い
と
、
平
成
24
年
度
の
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
月
割
り
の
制

度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
4
月
2

日
以
降
に
廃
車
の
手
続
き
を
し
て

も
、
そ
の
年
度
は
1
年
分
の
税
金

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
農
耕
用
の
作
業
車
は
、

小
型
特
殊
自
動
車
と
し
て
軽
自
動

車
税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す

〔
乗
用
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
、

最
高
速
度
が
毎
時
35
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー
や

刈
り
取
り
脱
穀
作
業
車（
コ
ン
バ

イ
ン
）、
田
植
機
、
農
耕
用
薬
剤

散
布
車
な
ど
〕。

※
農
耕
用
作
業
車
を
所
有
し
、
ま

だ
登
録
し
て
い
な
い
方
は
、
早

急
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
買
い
替
え
た
場
合
は
、
ナ
ン
バ

ー
プ
レ
ー
ト
を
付
け
替
え
る
だ

け
で
な
く
、
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
発
電

所
事
故
で
被
害
を
受
け
た
方
へ

　

被
災
車
両
に
代
わ
る
軽
自
動
車

な
ど
を
取
得
し
た
場
合
、
平
成
25

年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
が
、

非
課
税
と
な
り
ま
す
。
非
課
税
措

置
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。

問
税
務
課
市
民
税
係

　

☎
21
－
9
0
4
5

玄
さ
ん
が
Nノ
Oー
！

「
悪
質
な
訪
問
販
売
お
断
り

シ
ー
ル
」を
全
戸
配
布
し
ま
し
た

　

豊
岡

市
く
ら

し
の
相

談
室
で

は
、
訪

問
販
売

に
よ
る

被
害
の

防
止
に

役
立
て

て
も
ら
う
た
め
、市
内
全
戸
に「
悪

質
な
訪
問
販
売
お
断
り
シ
ー
ル
」

を
配
布
し
ま
し
た
。

　

シ
ー
ル
は
、
屋
外
用
と
屋
内
用

が
あ
り
、
屋
外
用
は
玄
関
な
ど
訪

問
者
の
目
に
付
く
場
所
に
、
屋
内

用
は
電
話
機
の
近
く
な
ど
、
す
ぐ

気
が
付
く
場
所
に
貼
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

断
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
無
視
し
て
勧
誘
を
続
け
る

行
為
は
、
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、「
い
り
ま
せ
ん
‼
」と

は
っ
き
り
断
り
、
そ
れ
で
も
勧
誘

を
続
け
る
と
き
は
、
最
寄
り
の
警

察
署
ま
た
は
豊
岡
市
く
ら
し
の
相

談
室
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
民
の
安
全
・
安
心
な
消
費
生

活
を
守
る
た
め
、
ぜ
ひ
、
こ
の
シ

ー
ル
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
豊
岡
市
く
ら
し
の
相
談
室（
生

活
環
境
課
内
）

　

☎
21
－
9
0
0 

1

指
定
ご
み
袋
の
無
料
交
付
制
度

を
ご
存
じ
で
す
か

　

市
で
は
、
加
齢
ま
た
は
疾
病
に

よ
る
身
体
の
機
能
の
低
下
、
身
体

障
害
、
知
的
障
害
ま
た
は
精
神
障

害
で
、
長
期
間「
お
む
つ
」な
ど
を

使
用
し
て
い
る
方
に
指
定
ご
み
袋

を
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

申
方
生
活
環
境
課
、
総
合
健
康
ゾ

ー
ン
健
康
福
祉
施
設
、
各
総
合

支
所
市
民
福
祉
課
に
あ
る
申
請

書
に
記
入
の
上
、
持
参
ま
た
は

郵
送

※
申
請
書
に
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
、
民
生
委
員
な
ど
の
確
認

印
が
必
要

申
期
年
間
を
通
じ
て
随
時
申
請
で

き
ま
す
が
、平
成
24
年
度
当
初
分

の
申
請
期
限
は
3
月
30
日（
金
）

指
定
ご
み
袋
の
交
付
申
請
者
に
免

除
決
定
通
知
書
を
送
付
。
そ
れ

を
持
参
の
上
、生
活
環
境
課
、各

総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で
受
領

申
問
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

　

☎
23
－
5
3
0
4
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
福
祉
課

車　種 申告受付・問合せ
原動機付自転車

（125㏄以下の２輪車）
小型特殊自動車

税務課市民税係☎21−9045または各総
合支所市民福祉課

３輪・４輪の軽自動車
軽自動車検査協会 兵庫事務所姫路支所
☎079−231−4101
ホームページアドレス
http://www.keikenkyo.or.jp/

２輪の軽自動車
（126㏄〜250㏄の２輪車）
２輪の小型自動車

（250㏄を超える２輪車）

神戸運輸監理部　姫路自動車検査登録
事務所☎050−5540−2067
ホームページアドレス
http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/
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豊
岡
市「
く
ら
し
の
便
利
帳

2
0
1
1
」を
発
行

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
利

便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
市

民
生
活
に
必
要
な
情
報
を
掲
載

す
る
豊
岡
市「
く
ら
し
の
便
利
帳

2
0
1
1
」を
発
行
し
ま
し
た
。

　

製
作
に
当
た
っ
て
は
、
市
の

財
政
負
担
を
伴
わ
ず（
印
刷
製
本

費
・
配
布
費
約
9
3
0
万
円
の
歳

出
削
減
）に
行
政
情
報
の
発
信
が

で
き
る
よ
う
に
、
官
民
協
働
の
事

業
手
法
を
採
用
し
ま
し
た
。

　

こ
の
手
法
で
は
、
市
が
掲
載
原

稿
を
作
成
し
、
業
者（
株
式
会
社 

サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
）が
広
告
収
入
に

よ
り
、
冊
子
の
編
集
か
ら
印
刷
製

本
、
配
布
ま
で
を
担
当
し
ま
す
。

　

こ
の「
く
ら
し
の
便
利
帳
2
0
1 

1
」は
、各
世
帯
へ
3
月
中
旬
ま
で

に
配
布
す
る
予
定
で
す（
天
候
状
況

に
よって
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

問
秘
書
広
報
課
広
報
・
交
流
係

　

☎
23
－
1
1
1
1

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
の

皆
さ
ん
へ

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に

対
す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
受
付

期
限
は
、
3
月
31
日（
土
）で
す
。

ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
方
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

対
戦
後
強
制
抑
留
者
で
平
成
22
年 

6
月
16
日
に
健
在
で
、
日
本
国

籍
を
有
す
る
方

連
絡
問
独
立
行
政
法
人
平
和
記
念

事
業
特
別
基
金
事
業
部
特
別
給

付
金
担
当
☎
0
5
7
0
－
0
5 

9
－
2
0
4（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

I
P
電
話
・
P
H
S
か
ら
は

　

☎
03
－
5
8
6
0
－
2
7
4
8

　
（
受
付
は
平
日
午
前
9
時
〜
午
後

6
時
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
利
用
不

可（
3
月
31
日
を
除
く
）

公
立
豊
岡
病
院
地
域
連
携

小
児
休
日
救
急
診
療
日
程

日
・
担
当
医
師

※
診
療
時
間
は
、
午
前
9
時
〜
午

後
5
時

場
公
立
豊
岡
病
院

他
1
歳
以
上
の
小
児
で
、
緊
急
性

の
な
い
自
己
都
合
な
ど
と
判
断

さ
れ
た
場
合
は
、
時
間
外
診
察

料
金
3
1
5
0
円
の
負
担
あ
り

問
公
立
豊
岡
病
院
救
急
受
付

　

☎
22
－
6
1
1
1

錆さ

び
た
消
火
器
は
危
険
で
す

　

錆
び
た
消
火
器
は
、
使
用
時
に

破
裂
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
変
形
、
破
損
し
て
い
る
も
の

も
破
裂
し
た
り
、
正
常
に
作
動
し

な
い
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

消
火
器
の
破
裂
事
故
を
防
止
す

る
た
め
、
消
火
器
の
技
術
上
の
規

格
を
定
め
る
省
令
が
改
正
さ
れ
、

「
業
務
用
」と「
住
宅
用
」に
区
分
さ

れ
ま
し
た
。

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
、
取
り
扱

い
や
買
い
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
事
業
所
の
消
火
器

・
買
い
替
え
の
際
は
、「
業
務
用
消

火
器
」を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
業
務
用
」は
、薬
剤
の
詰
め
替
え

と
定
期
的
な
点
検
が
必
要
で
す
。

※
製
造
か
ら
10
年
を
経
過
し
た
も

の
に
は
、
新
た
に
圧
力
試
験
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
地
区
の
消
火
器
は
、「
業
務
用
」

を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

○
家
庭
の
消
火
器

・
買
い
替
え
の
際
は
、「
住
宅
用
消

火
器
」を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
住
宅
用
」は
、
消
火
器
本
体
に

記
載
の
使
用
期
限
を
守
り
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
薬
剤
の
詰
め
替

え
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
24
－
1
1
1
9

開
業
医
の
手
作
り

健
康
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　

☎
0
1
2
0
－
9
7
9
－
4
5
1

（
通
話
料
無
料
）を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

問
兵
庫
県
保
険
医
協
会
☎
0
7
8

－
3
9
3
－
1
8
0
3

月日 担当医師・
住所

３
月

４日
（日）

赤松　亮
（九日市下町）

18日
（日）

中沢　洋
（出石町本町）

３月のテーマ
曜日 内　　容

月 発疹の出る病気と出席停止につい
て

火 東日本大震災から１年　兵庫県保
険医協会の取り組み

水 ピアスによるトラブル
木 花粉症の話

金〜土 介護保険はどう変わるの？


